
 

公立大学法人青森公立大学職員の地域手当に関する細則 

 

平成２１年４月１日 

規程第７４号 

 
改正 平成２２年 ３月規程第 １３号 

改正 令和 ７年 ３月規程第 １５号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、公立大学法人青森公立大学職員給与規程（平成２１年規程第 

６７号。以下「給与規程」という。）第１３条の規定に基づき、地域手当の支給に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（支給地域及び支給割合） 

第２条 給与規程第１３条第１項の別に定める地域は、人事院規則９―４９（地域手

当）別表第１に掲げる地域とする。 

２ 給与規程第１３条第２項の理事長が定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の

級地（一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条の３

第３項の規定により人事院規則で定める地域手当の級地をいう。）の区分に応じ、

当該各号に定める割合とする。 

(1) 一級地 １００分の２０ 

(2) 二級地 １００分の１６ 

(3) 三級地 １００分の１２ 

(4) 四級地 １００分の８ 

(5) 五級地 １００分の４ 

（端数計算） 

第３条 給与規程第１３条第２項の規定による地域手当の月額に１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与規程

第１６条、第２０条及び第２６条第３項に規定する地域手当の月額に１円未満の端

数があるときも、同様とする。 

（支給の方法） 

第４条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。 

（雑則） 

第５条 この細則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、理事長が定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

（平成２２年３月３１日までの間における給与規程第１３条の規定による地域手当

の支給割合の特例） 

２ 給与規程附則第１３項の１００分の１８を超えない範囲内で別に定める割合は、

１００分の１７とする。 

（雑則） 

３ 前項に規定するもののほか、この細則の施行に関し必要な経過措置は、理事長が

定める。 

 

   附 則（平成２２年規程第１３号） 

 （施行期日） 

 この細則は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（令和７年規程第１５号） 

 （施行期日） 

 この細則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


